
 

 

 

 

 

 

 

 宮城県道路公社(理事長：小野寺好男)では，「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の

抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」

(平成２８年法律第８５号)及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革

を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」

（平成２８年法律第８６号）に基づく消費税率及び地方消費税率の引上げに伴い，  三陸

自動車道・利府中ＩＣ～鳴瀬奥松島ＩＣ間の通行料金を下記のとおり改定します。 

 

記 

１ 新旧料金表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 改定後の料金は，令和元年９月６日以降宮城県道路公社ホームページでご確認いただ

けます。 

https://www.miyagi-dourokousha.or.jp/guide.html 

 

２ 実施年月日 

  令和元年１０月１日 

以上 

令和元年１０月１日から 

消費税率の引上げに伴い通行料金を改定します 

～   三陸自動車道・利府中 IC～鳴瀬奥松島 IC ～ 
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